
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

小金井市都市計画審議会資料              令和６年１月２９日 

都市整備部都市計画課 

 

用途地域等一斉見直しについて 

 

１ 背景 

これまで昭和４８年の指定以降、都市計画法（昭和４３年法律第１００号）の改正等により、

おおむね８年ごとに用途地域等を見直してきた。前回の見直しから１５年以上が経過し、用途

地域の境界根拠としていた地形地物（道路等）が変化したことにより、用途地域等の指定状況

と現況との不整合が見られるようになった。今回の見直しは、都内全域で一斉に行われるもの

で、小金井市においても、不整合を解消するため実施する必要がある。 

 

・国土＞都市計画区域  区域区分  市街化区域（計画的な市街化を図る）    

      （27％）         市街化調整区域（無秩序な市街化を防止） 

             地域地区  用途地域                 

                   高度利用地区 

 

 

２ 都市計画変更の内容（資料１（説明資料）、資料２（都市計画変更案）参照） 

  東京都より一斉見直しの考え方が示されており、２項目が該当、計７箇所の変更をする。 

 

３ 経過 

・令和３年度      変更箇所抽出及び東京都協議 

・令和４年度 ４月    抽出箇所の地元説明 

    ５月 ９日 建設環境委員会（報告） 

     ５月１５日 市報（まちづくり特集号）で告知 

     ７月２２日 都市計画審議会（報告） 

 ９月１３日 建設環境委員会（報告）  

 ９月１５日 市報（まちづくり特集号）で内容説明 

     １０月  住民説明会（３回実施、７人参加） 

      ３月 東京都に原案提出 

・令和５年度 ６月１３日 建設環境委員会（報告） 

 ８月 １日 市報（まちづくり特集号）で内容説明 

 ８月 原案説明会（３回実施、８人参加） 

 ９月１２日 建設環境委員会（報告） 

 １０月 東京都協議 

 １２月１１日～２５日 公告、縦覧（資料２参照） 

 １２月１９日 市議会全員協議会 

  

４ 今後の予定 

  ・令和６年 ４月 都市計画決定告示 

昭和４８年度 昭和５６年度 平成元年度 平成８年度 平成１６年度 令和６年度

東京都決定 

市決定 
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